
家畜を飼養する皆さまへ

(※)令和６年度から電子化される手続きは

令和７年２月の定期の報告（全家畜の所有者）のほかに
・令和６年10月から家きんの一斉点検（家きんの所有者）
・令和７年５月から豚等の一斉点検（豚等の所有者）等が対象になります

電子化によるメリット

 インターネット環境があればどこからでも提出できるようになります
インターネットに接続できる端末（パソコン、スマホ等）があれば自宅や農場から提出ができ、
市役所や家保等の窓口への提出や郵送が不要になります。
オフライン環境でも報告書の作成ができます。
※これまでどおり紙での報告も受け付けます。

 過去の履歴を引用して報告書の作成ができるようになります
電子化後は提出されたデータが保存されるようになるので、履歴を引用することで
報告書の入力や書類添付の手間が省けます。

 報告したデータに基づき、それぞれの農場にあった飼養衛生管理等の
指導が受けられるようになります

手続きの電子化にあたってアプリ開発も行っています

アプリを利用すると
 飼養衛生管理基準をチェックする際に、

写真や図、説明文 わかりやすい 参照できる
 前回の報告結果と今回の報告結果が比較でき、

遵守状況の変化が目に見える

eMAFF

アプリ
飼養衛生管理
支援システム

裏面もご覧
くださいeMAFFに関するお問合せ先はこちら https://e.maff.go.jp/Inquiry

スマホ向け

電子化に伴い
eMAFF IDの取得が必要です
eMAFF ID取得の手続きを
お願いいたします
【eMAFF ID取得の流れは裏面又は右のQRコードへ】

農林水産省共通申請サービス
（通称：eMAFF）

定期の報告等(※)の手続きが電子化されます

R7.2月の
報告から

R6.4月から開始予定

別添２

c0126525
長方形



※本人確認の審査完了までに最大で１週間程度かかることがあります。

YouTubeに申請方法説明用の動画が掲載されていますので、
参考にしていただき申請をお願いします。

https://youtu.be/sO79Agit3TA?si=TKbh2QNnlB2ngDCp 


